
様式 １ 公表されるべき事項

国立大学法人宮城教育大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1 役員報酬についての基本方針に関する事項

宮城教育大学の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討
するにあたって、他の国立大学法人、国家公務員、類似事業を実施して
いる民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する教
育・研究機関のうち、常勤職員数（宮城教育大学277人）や教育・研究事
業で比較的同等と認められる、以下の法人等を参考とした。

（１）国立大学法人上越教育大学・・・上越教育大学は、同じ国立大学法人
として教育・研究事業を実施している（令和6年度：常勤職員数275人）。公
表資料によれば、令和6年度の長の年間報酬額は16,530,000円であり、本
俸額等を勘案すると、972,000円と推定される。地域手当や通勤手当等を
かんがみると宮城教育大学長の報酬額（月額1,005,000円、年間
17,908,000円）と同水準である。

本学が定める役員に支給する期末特別手当については、役員の業績を
考慮し支給額を増減できることとしているが、具体の増減率については定
めていない。

法人の長の報酬水準については、他の教員養成系単科大学の長の報酬
と同水準であることから妥当である。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②  令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
実績を含む。）
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法人の長

理事 法人の長と同様。

理事（非常勤） 該当者なし。

監事 法人の長と同様。なお、本給の引上げは実施しない。

監事（非常勤）

③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

役員報酬支給基準は、本給、地域手当、広域異動手
当、通勤手当、単身赴任手当、期末特別手当から構成
されている。
期末特別手当については、国立大学法人宮城教育大
学役員給与規程に則り、基礎額（（本給+地域手当+広域
異動手当）+（（本給+地域手当+広域異動手当）×
20/100）+本給×25/100）に、100分の172.5を乗じ、さら
に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職
期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
なお、令和７年度には、人事院勧告に準じた給与法改
正に伴い、下記の項目を実施した。
〇本給表の引上げ

・一般職本給表（一）との均衡を基本に2.8％の引き上
げ改定
○地域手当の引上げ

・令和７年度は７％、令和８年度は８％と段階的な引き
上げ
○通勤手当の引上げ

・現行の距離区分について、200円から7,100円まで
の幅で引上げ

非常勤役員手当として、国立大学法人宮城教育大学役
員給与規程に則り、月額100,000円を支給している。令
和７年度における改定はなし。
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２ 役員の報酬等の支給状況

令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

17,908 11,817 5,176
827
88

（地域手当）
（通勤手当） R6.4.1 ※

千円 千円 千円 千円

13,117 8,640 3,784
605
88

（地域手当）
（通勤手当） R6.4.1

千円 千円 千円 千円

13,781 8,640 3,784
605
752

（地域手当）
（通勤手当） R6.4.1

千円 千円 千円 千円

12,744 7,770 3,643
1,243

88
（地域手当）
（通勤手当） R6.4.1 ◇

千円 千円 千円 千円

5,358 3,000 1,323
210
825

（地域手当）
（通勤手当） R6.9.1 ※

千円 千円 千円 千円

1,200 1,200
（ ）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。

 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人の長

A理事

B理事

C理事

役名
就任・退任の状況

前職
その他（内容）

A監事

B監事
（非常勤）
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３ 役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】

法人の長

理事

理事（非常勤）

該当者なし

監事

監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

本学の常勤監事は、大学経営、組織体としての健全性
を確保するとともに、本学の使命である教員養成に関す
る教育研究等の充実、発展を支援することを目的とし
て、教育研究や社会貢献の状況、業務運営や大学経営
の状況、大学ガバナンス体制の状況など広範な業務に
ついての監事監査を、学長、理事及び教職員等との意
思疎通を図りながら主体的に行っている。
監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企
業の役員報酬と比較した場合それ以下であり、また、同
じ地域内の国立大学法人の常勤監事の報酬水準の水
準以下となっている。
こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえる
と報酬水準は妥当と考えられる。

監事（非常勤）の報酬水準については、他の教育系単
科大学の非常勤役員報酬水準と同水準であるため、妥
当と考える。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の
同規模の国立大学法人、民間企業等との比較などを考
慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。

宮城教育大学は、教員養成に責任を負う大学として、幼
稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等にお
ける優れた資質・能力を持った教員を養成することを目
的として、教育研究の質のさらなる高度化を図り、国内外
の多様な分野において指導的役割を果たす人材を育成
することを使命としており、教員養成分野における広域
拠点型の大学として教育改革、組織改革、入試改革、国
際化、地域連携等の具体的な取り組み等を学長のリー
ダーシップの下で推進している。

そうした中で、宮城教育大学の学長は、職員数約300
名の法人の代表として、その業務を総理するとともに、校
務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任
者の職務を同時に担っている。

宮城教育大学では、学長の報酬月額を法人化移行前
の国家公務員指定職俸給表の俸給月額を踏まえて決
定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり法
人化移行前と同等以上であると言える。
こうした職務内容の特性を踏まえると、報酬水準は妥当
と考える。

本学の理事は、上述の学長を補佐し、法人の業務を掌
理するという役割を踏まえて、本学として近年では最も大
規模となる教育学部、教職大学院、教育研究組織、入
試、教育課程、教員組織、地域等との関係構築、研究資
金、事務体制、大学経営のあり方等において改革を担
当、推進しており、法人化以前に適用されていた国家公
務員指定職俸給表を準用して報酬を決定しているため、
妥当と考える。
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４ 役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

理事C

監事A

法人での在職期間

法人の長

理事A

理事B

監事B
（非常勤）
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５ 退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

該当なし

６ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

法人の長

該当者なし

理事A

該当者なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

本学が定める役員に支給する期末特別手当については、役員の業績を
考慮し支給額を増減できるとしている。

監事B
（非常勤）

該当者なし

監事A

該当者なし

理事B

該当者なし

理事C

該当者なし
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Ⅱ 職員給与について
１ 職員給与についての基本方針に関する事項

③  給与制度の内容

④  給与制度の令和７年度における主な改定内容

① 職員給与の支給水準の設定等についての考え方

② 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
  （業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

宮城教育大学職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員の
うち、企業規模別（宮城教育大学27７人）平均支給額を参考にした。 また、地域社会の給与
水準に適合したものになるよう、人事院勧告等を参考としている。

(1) 国立大学法人上越教育大学･･･上越教育大学は、本学と同様の教員養成単科大学であ
り、法人規模についてもほぼ同等（常勤職員数275人：令和６年度）となっている。
(2) 国家公務員･･･令和６年において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額
は414,480円となっており、宮城教育大学全職員の平均給与月額は488,000円となっている。

業務遂行に関して優れた成績を修め、本学の運営に貢献した職員に対して、昇給、昇格及
び勤勉手当支給時期における支給割合の増減を行っている。

国立大学法人宮城教育大学職員給与規程に則り、基本給（本給、本給の調整額）及び諸手
当（管理職手当、職務附加手当、初任給調整手当、地域手当、扶養手当、広域異動手当、
住居手当、通勤手当、単身赴任手当、義務教育等教員特別手当、教員特殊業務手当、教育
実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、超過勤務手当、休日給、管理職員特別勤務手
当、期末手当、勤勉手当、入試業務手当、教員免許状更新講習等業務手当、外部資金獲得
報奨金手当、講師手当及び幼稚園教員特別手当）としている。
期末手当については、期末手当基礎額（基本給＋扶養手当＋地域手当＋広域異動手当+役
職加算額＋管理職員加算額）に100分の125を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間に
おけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（基本給＋地域手当＋役職加算額＋管理職員加算
額）に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としてい
る。

令和７年度では、人事院勧告に準じた給与法改正に伴い、下記の項目を実施した。
○本給表の引上げ

①一般職本給表（一）
・若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で本給月額を引上げ（平均3.3％

引上げ）
・１級の初任給を12,000円引上げ

  ②その他の本給表
・一般職本給表（一）との均衡を基本に改定

③再雇用職員
・各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ改定

〇初任給調整手当の引上げ
・支給月額の限度額を500円引上げ

○地域手当の引上げ
・令和７年度は７％、令和８年度は８％と段階的な引き上げ

○通勤手当の引上げ
・現行の距離区分について、200円から7,100円までの幅で引上げ
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２ 職員給与の支給状況
① 常勤職員の数

注：常勤の在外職員、任期付職員及び再雇用職員を含む全ての常勤職員の総数

② 職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

186 45.2 7,904 5,855 106 2,049
人 歳 千円 千円 千円 千円

54 41.5 6,266 4,587 148 1,679
人 歳 千円 千円 千円 千円

62 57.1 10,135 7,138 86 2,997
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 38.4 7,398 5,397 76 2,001
人 歳 千円 千円 千円 千円

50 38.3 7,034 5,164 103 1,870

人 歳 千円 千円 千円 千円

14 42.4 8,279 8,279 90 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

14 42.4 8,279 8,279 90 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 60.9 4,944 4,426 173 518
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 60.9 4,944 4,426 173 518

人 歳 千円 千円 千円 千円

12 39.6 7,723 7,723 84 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

12 39.6 7,723 7,723 84 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

注：常勤職員については任期付職員を除く。
注：在外職員及び再雇用職員については、該当者がいないため省略する。

非常勤職員

教育職種
（附属義務教育学校教

員）

事務・技術

常勤職員（年俸制）

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属高校教員）

注：「事務・技術」、「教育職種（附属高校教員）」及び「教育職種（附属義務教育学校教員）」は該当者
が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定される恐れのあることから、区分以外は記載せず、任
期付職員（年俸制）全体の数値からも除外している。

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属義務教育学校教

員）

区分 人員 平均年齢
令和７年度の年間給与額（平均）

総額
うち所定内 うち賞与

注：「教育職種（附属義務教育学校教員）」は該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定
される恐れのあることから、区分以外は記載せず、非常勤職員全体の数値からも除外している。

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：２７６人

注：医療職種については、該当者がいないため省略する

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：２２４人

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属高校教員）

教育職種
（附属義務教育学校教

員）

任期付職員

教育職種
（大学教員）

任期付職員（年俸制）
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③ 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）)〔在外職員、任期付職員及
び再雇用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

注：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
年齢４８～５１歳並びに年齢５６～５９歳の該当者は４人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあ
ることから、年間給与額の第１・第３分位については表示していない。

注：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。
年齢４０～４３歳並びに年齢４４～４７歳の該当者は２人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあ
ることから、年間給与については表示しない。
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④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

課長 5 56.7 8,608

副課長 2

係長 26 45.3 6,444

主任 8 38.5 5,498

係員 13 28.7 4,648

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

教授 53 58.0 10,298

准教授 9 51.8 8,589

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

55.0 55.4 55.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.0 44.6 44.8

％ ％ ％

         最高～最低 46.1～43.3 47.3～43.3 46.1～43.3

％ ％ ％

54.1 54.3 54.2

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.9 45.7 45.8

％ ％ ％

         最高～最低 49.4～42.4 50.0～42.9 48.7～43.3

（教育職員（大学教員））

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

50.0 52.7 51.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

50.0 47.3 48.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～50.0 47.7～47.3 48.7～48.7

％ ％ ％

54.4 54.5 54.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

45.6 45.5 45.6

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～43.6 50.0～43.2 48.7～43.6

⑤

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

千円

5,861～5,016

5,088～4,061

注：副課長の該当者は２名であるため、当該個人情報が特定されるおそれのあることから、人員のみ表示する。

9,167～7,898

7,589～5,766

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員））

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

（事務・技術職員）

分布状況を示すグルー
プ

人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

12,107～9,309

8,892～8,249

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員））
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３ 給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

・年齢勘案 ８５．９
・年齢・地域勘案  ９２．５
・年齢・学歴勘案  ８５．１
・年齢・地域・学歴勘案   ９２．1
（参考）対他法人    １００．１

○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標 ９４.５

○教育職員（大学教員）と他の国立大学法人との給与水準の比較指標 ９８.８

対国家公務員
指数の状況

講ずる措置
上記検証結果を踏まえつつ、更なる検証を重ね、今後も給与水準の維持に
努めるものとする。

項目 内容

（法人の検証結果）支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合は
50％を超えているが、対国家公務員の指数は、年齢、地域、学歴のいずれ
を勘案したものも国家公務員の水準未満となっており、令和６年度決算にお
ける累積欠損額もないことから、給与水準は適正であると考える。

注：上記比較指標は、法人化前の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和７年度
の教育職員（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

（文部科学大臣の検証結果）
法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員
の給与等を勘案し、設定の考え方を明らかにすることが求められており、国
家公務員と比べて給与水準が高い法人は、その合理性及び妥当性につい
て、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人改革等に関す
る基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
当該法人は、国家公務員の給与及び他の国立大学法人の給与等を総合
的に勘案したうえで、職員の給与水準を設定しており、法人における給与水
準の妥当性の検証結果から、適切な対応が執られていると考える。引き続
き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

給与水準の妥当性の
検証

国に比べて給与水準が
高くなっている理由
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４ モデル給与

５ 業績給の仕組み及び導入に関する考え方

Ⅲ 総人件費について

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

退職手当支給額
139,385 131,440 14,135 22,823

（扶養親族がいない場合）
事務・技術職員

〇22歳（係員、大卒初任給）
月額248,240円 年間給与3,711,435円

〇35歳（主任）
月額318,753円 年間給与5,344,526円

〇50歳（副課長）
月額415,588円 年間給与7,062,496円

教育職員（大学教員）
〇22歳（助教、大卒初任給）

月額294,999円 年間給与4,410,527円
〇35歳（講師）

月額386,912円 年間給与6,575,180円
〇50歳（教授）

月額547,733円 年間給与9,432,504円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円、子一人につき11,500円）を支給。

業務遂行に関して優れた成績を修め、本学の運営に貢献した職
員に対して、昇給、昇格及び勤勉手当支給時期における支給割
合の増減を行っている。

区 分

給与、報酬等支給総額
2,057,772 2,033,827 2,070,954 2,173,512

非常勤役職員等給与
209,259 234,496 231,726 247,861

福利厚生費
346,711 347,186 352,227 369,997

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
2,753,127 2,746,949 2,669,042 2,814,193
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総人件費について参考となる事項

Ⅳ 定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

Ⅳ その他

特になし

教育職種（大学教員）の定年年齢は６５歳である。その他、教育職種（附属高校教員）ならびに教育職
種（附属義務教育学校教員）、事務・技術（以下、「事務・技術職等職種」）については令和６年３月１５
日規程改正により令和６年４月１日から定年年齢を６０歳から６５歳に引き上げた（段階的に引き上げ、
令和１３年度に制度完成）。
定年年齢の引き上げに伴い、事務・技術職等職種については、６０歳に達した管理監督職の職員は非
管理監督職に降任する制度を設けているほか、当該職員の基本給については６１歳に達する年度から
７割水準とすることとした。

①「給与、報酬等支給総額」は、対前年比「５．０％」である。
これは、令和７年度の給与改定（本給表、地域手当、扶養手当、通勤手当及び期末手当・勤勉
手当の年間支給月数の引上げ等）を行ったことが要因と考えられる。

②「最広義人件費」は、対前年比「５．４％」である。
これは、令和７年度の給与改定（本給表、地域手当、扶養手当、通勤手当及び期末手当・勤勉
手当の年間支給月数の引上げ等）を行ったことに加えて、退職手当支給額及び福利厚生費も
連動して上昇したことが要因と考えられる。
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